
 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

宇 部 市 

 

 

宇部市では、建設現場における生産性向上および受発注者双方の業務効率化

を目的として、「デジタル工事写真（電子小黒板）」および「遠隔臨場」の本格運

用を令和８年４月１日より開始いたします。 

つきましては、下記のとおり概要をお知らせいたしますので、積極的な活用を

お願いいたします。 

 

・デジタル工事写真（電子小黒板）の導入 

これまで木製黒板等を用いていた現場写真撮影をデジタル化します。 

概要： スマートフォンやタブレット端末のアプリ上で黒板情報を電子的に表示

させ、被写体と同時に撮影する手法です。 

・遠隔臨場の導入 

ウェアラブルカメラ等を用いて、離れた場所からリアルタイムで現場確認を行

います。 

概要： 「段階確認」「材料確認」「立会」において、受注者が現場から映像を配

信し、発注者が自室等のモニター越しに確認を行うことです。 

 

１ 適用日 

令和８年４月１日以降適用する。 

 

２ 対象工事 

受注者からの申し出があった工事・業務とする。 

 

３ 運用基準等 

   別添「ガイドライン」による。 

「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」及び 

「遠隔臨場」の運用開始のお知らせ 


